
「北方領土を目で見る運動」修学旅行等誘致事業 Ｑ＆Ａ 

（令和６年４月１６日版） 

Ⅰ 北方領土学習プログラム 
 

Ｑ１．北方領土の洋上視察研修はどこで実施できますか？ 

Ａ１．根室市、別海町、羅臼町の１市２町で実施できます。 

 【連絡・予約先】 

  （１）根室市・・・歯舞漁業協同組合（℡：0153-28-2124） 

     （運行時期：１１月～翌年４月まで） 

  （２）別海町・・・別海町観光開発公社（℡：0153-86-2533） 

  （３）羅臼町・・・羅臼町役場産業創生課（℡：0153-87-2126） 

 

Ｑ２．隣接地域内の北方領土啓発施設はどこですか？ 

Ａ２．６ヶ所ある施設は次のとおりです。 

（１）北海道立北方四島交流センター【根室市】 

（２）北方館・望郷の家【根室市】 

（３）根室市北方領土資料館【根室市】 

（４）北方展望塔（道の駅おだいとう）【別海町】 

（５）北方領土館【標津町】 

（６）羅臼国後展望塔【羅臼町】 

 

Ｑ３．「元島民等による講話」はどこへ申し込むの？ 

Ａ３．講話を実施する市町へご連絡の上、「北方領土の語り部」派遣要請

書を提出してください。 

 【連絡先・提出先】   

（１）根室市・・・北方領土対策課（℡：0153-23-6111） 

（２）別海町・・・産業振興部 商工観光課（℡：0153-74-9254） 

（３）中標津町・・・経済振興課 観光振興係（℡：0153-73-3111） 

（４）標津町・・・南知床標津町観光協会（℡：0153-85-7226） 

（５）羅臼町・・・羅臼町役場産業創生課（℡：0153-87-2126） 



Ｑ４．「隣接地域内の基幹産業等の視察・体験を通じた北方領土研修」

はどのプログラムですか？ 

Ａ４．対象となるプログラムは次のとおりです。 

  【根室市】 

    ・歯舞漁協市場見学 

    ・昆布倉庫見学 

  【別海町】 

    ・野付半島ガイドツアー（夏） 

    ・野付半島氷平線ツアー（冬） 

  【標津町】 

    ・新巻鮭づくり体験（９月上旬～10 月下旬）※原材料費(鮭)は対象外 

  【羅臼町】 

    ・羅臼昆布ひれ刈り体験 

    ・羅臼漁協市場見学 

    ・昆布倉庫見学 

 

 
Ⅱ 交通費 
 
Ｑ１．隣接地域内（１市４町）に宿泊をせず、初日に羅臼町で北方領土

学習プログラム（北方領土の洋上視察）を実施して、翌日に標津

町で北方領土プログラム（元島民等による講話）を実施した場合

は、バス代補助の取り扱いはどうなりますか？ 

Ａ１．両日、補助対象となります。 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ⅲ 補助対象・要件 
 

Ｑ１．対象は全国の中学校・高等学校等となっていますが、専門学校は

対象になりますか？  

Ａ１．中学校卒業者を対象とした「高等専修学校」については専門学校

であっても対象になりますが、高等学校卒業者を対象にしている専門

学校については対象になりません。 

    また、中学校及び高等学校の生徒で構成された団体についても対

象になります。 

 

Ｑ２．１校２班に分かれて１日ずらした行程で実施した場合は２団体に

なりますか？  

Ａ２．それぞれの日程中に合流する場面がなければ、別行程（出発日が

異なる・宿泊日が異なる）と見受けられますので、お見込みのとおり

２団体になります。 

ただし、それぞれの団体毎に見積書等の必要書類を提出していただ

くことになります。 

 

Ｑ３．所要額調査時には１団体で報告しＡ区分（優先団体）になりまし

たが、その後に３団体に分けての行程になりました。３団体ともに

Ａ区分（優先団体）のままでしょうか？  

Ａ３．予算に限りがありますので、所要額調査後に行程を分けた場合に

は、１団体はＡ区分（優先団体）のままですが、残りの団体はＢ区分

（予算残が見込まれた場合に予算の範囲内で対応となる団体）になり

ますので、ご注意願います。 

 

 

 

 

 



Ｑ４．当日に悪天候等による中止に伴い北方領土学習プログラムを１つ

しか実施できなかった場合は補助対象外になりますか？ 

Ａ４．原則としては(a)～(e)のうち２つ以上のプログラムを実施するこ

とが補助の要件となりますので、中止になる可能性のあるプログラム

を実施する場合には、あらかじめ３つのプログラムを実施する行程に

する必要がありますが、外的要因によりやむを得ず実施できなかった

場合のみ対象となります。 

 

 

Ⅳ 補助限度額 
 

Ｑ１．１団体あたりの訪問人数には引率者（教諭）も含まれますか？ 

Ａ１．含まれます。 

 

Ｑ２．所要額調査後に訪問人数が５０人から７０人に変更となりました

が、限度額も５０万円から１００万円に増額になりますか？  

Ａ２．訪問実績人数に応じて判断させていただきますので原則、増額と

なります。 

 

 


